
最高裁秘書第1948号

平成31年4月18日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

＝

最高裁判所事務総長 崎幸今

糊
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司法行政文書開示通知書

2月5日付け（同月7日受付，最高裁秘書第649号）で申出のありました司法

行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

平成31会計年度における協議会等開催計画（片面で6枚）

開示の実施方法

写しの送付

1

2

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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配布資料虹

平成31会計年度における協議会等開催計画
(中央協議会等）
恭
号 ’

－

協雛尊額

当面の司法行政上の諾問題
’ ’

種別 IIW,卿輔剛 期今季 協雛悩等 所笹局課 総人員
長官，所長会同1 6月19日

20H

2日 商鐙跨官，地裁ざ家裁所長 総務局 84人

2 ､11月21

m, 22F1

2日 司法行政上の諸問題

司法行政上の諸問題

高裁長官

一

高裁長官

総務局 8人
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総務局 8人
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1●日 商裁事務局長 総務局 8人

5 11月14R 1日
認務局 16人

■

6 1．1月7日 1日
総務局 16人
■

7 5月23日

24日

2日
人事局 8人

8 10月9R4

10日

2日
人事局 16人

9 2月13R,
14日

2日
人事局 16人

10 9月11日，
12日

2日
経理局 8人

11 ］月22日，
23円

2日 経理行政等事務全般の連絡協議 ｜高裁率務局次長 経理局 8人

12 10月9FI

lO側

2日
経理局 16人

13 2月13R"

14日

2日
経理局 16人

民事執行尋剛涙び倒産事件担当考等事
務打合せ

14 1 1月28日 1日 1民事執行事件の遮用上考慮すべき事頃につ
いて

2 自然人破産事件及び個人再生率件の増加に
備えた手続迩営上の工夫並びに倒産鞭件におけ
る運用改善の取組について

l東京，横浜， ‐きいたま，千蕊，大阪，京
都，坤戸，箱古屋，広島、福岡，仙台，札幌及

驚韓諜駕蕊枠'麓辮鶏熱
る場会には， 2人と十ることもできる。 ）
2 1の各地裁の民事首席書記官又は民事次席
群記宮各1人
8 1の各地裁の総括執行官各1人

民事局 I"I I人

■

調停委員協躍套及び澗停委員表厭15 1, 0月24日 1日 澗停制度の在り方に関し考感ﾏｰべき事項
最商裁長官表影

| ‘．’
■
４
ワ
ー

民事調停委員，家事澗停委員 ■民事局

家庭局
58人

1
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番号
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協議員輔
■一

欲別 開催時期 協誰率項 所管局雛 総人員

首席家庭裁判所調迩官誰務打合せ16 51117R 謝裁の所在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所
鯛在官が行う鯛整事務に関し考職すべき事項

後見関係事件の遮用に閲する連絡協議

1日 簡裁の所在地を管轄する~蒙燕の首席家庭裁判所
調査官

家庭局 8人

後見関係事件事務打合せ17 7月3日 0． 5R 1高裁の民事次席書記官1名
2商裁の総務牒長又は総務課課長補佐のいず
れか1名
3商裁の所在地を管轄する家裁の部総括裁判
官又は上席裁判官のいずれか1名
4高裁の所在地を管轄する家裁の寒事の首席
書記官又は家辨の吹席書記官のいずれか1名
5商裁の所在地を管維寸-る家裁の総務課長1
名

家庭局 40人

■ ■ ロ

｜ ’
七

2



配布資料延

平成81会計年度における協議会等開催計画
(ブロック協議会等）

－ 三→

塵 ’ 髄別
’ |釧 ■ 協議員櫛

I I
所管局
課

開侭時期 協議1FW 開催地 総人員

総務諜長嫌協議会 12月～翌年2月 総務事誘全般に関する詣間題1日 1 高地家裁総務課長

2高地家裁文書企画官．高地家裁総
務課牒艮補佐，専門官のうち商裁が相
当と認めるもの

各高裁所在地から開催地
を選定予定（合同開催）

総務局 約118
人

■

首席書記官等協議会⑤
些 1月～2月 書記官事務･こついで;－菅席書記官として考

慮すべき事項等

1日 高地家裁の首席警記官及び地家裁の裁
判官（具体的な対象範開は未定）

各高裁所在地から開催地
を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

人事関係事務協議会３
』
４

6月～7月 人事事務の処理に閲し考慮すべき零項1日 高裁の耶務局孜長及び兀亟課長．地家
裁の事務局長

各高裁所在地から開伽地
を複数通定（合同開催）

人事局 116人

人事管理協継会 9月～10月 人事管理上の諸問題1日 高裁の事務局吹長及び人事課長，地・
家裁の事務局次長

各高裁所在地から開催地
を複数週定予定（合同開
陶

人事局 約130
人

一一＝

、 人事担当綴長等協議至亨一 10月～12月 人事事務全般に関する諸問題1日 1各澗等裁判所の人事課長及び人堀
諜課長湘左等

2各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当課長

各高裁所在地から樹舸麗晒
を選定予定（合同開催）

人事局 1 16人

｜ ’

経理関係事務協議会6 6月～7月 経理事務の処理に閲し考慮すべき事項0. 5fI 高裁の郵務局次長及び会計課長、地家
裁の事務局長

側
訓
開
合

肩
つ
ｆ
Ｉ

か
定
地
予
在
定
所
選
裁
数
高
複
ｊ

各
を
催

経理局 110人

会計課長協議会7 1月～2月 予算の適正薮行及び効率的執行に|澗し，考
慮すべき事項

1日 高裁の会計牒長及び地家裁の会評諏長 各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同腓｜
催）

経理局 61人

簡易裁判所民事実務研
究会

8 各地裁で決定
（6月～翌年3
月）

簡裁の調停制度及び司法委員制度の運用に
関し実務上考慮すべき事項

1H~

2R
簡裁の裁判官及び番語官，民事調停雲
員．司法委員

各地裁 民事局 各地裁で
決定

新任民事洲停委員研確
会

9 各地裁で決定一
(原則として4月
～7月）

民事調停事件の処理に必要な基礎的知蹴の
習得

2日 新任民難調停委員 番地裁 民事局 各地裁で
決定

新任民事調祷委員ケー1O 各地裁で決定（6
月～翌年3月）

民事調停醜件の処理につき事例研究の方法
による実践的な知織及び技術の習得

l 13 新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定
ス研究会

I

■ ■ ■

民事調停委員研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3
月）

I］ 民事調停率件の処理につき必要な応用的知
繊及び技術の習得

1日～

2日
2年ないし3年程度の雲務経験面弱る
民事鯛停委員

各地裁 民事局 各地裁で
決定

民事調停委員ケース研
究会

12 各地裁で決定一

（6月～翌年3
月）

民事鯛停事件の虹民蕊鯛停事件の処
へ日
日

１
ゞ
２

理につき事例研究の芳瀝
による実践的な如織及び技術の習得

民事鯛停委員 各地裁 民専局 符地裁で
決定

鯛停運営協瀧会及び澗
停委員表彰式

13 各高裁で決定~－
（9月～11月）

1R 各地裁及び家裁管内の鯛停協会におい
て指導的地位にある調停委員

各高裁 民事局
家庭局

各磁裁で
決定

h ■

’
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園
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１ ， 会期 ’ 協雛郵項

借地非訟事叫:の処理に関し考慮ず-べき率項
'■

一 Ⅱ■■■■■■■■■■

局管
課
所菰別 開倣時期 協譲員綜 開催地 総人員

鍾定委員協雛妻 開催手る地裁で決
定 ．
（6月～]､2月）

14 1円 東京及び大阪各趣譲の鑑定委員 開催寸一る地裁で淡定 民事局 開催する
地裁で決
定｜

晦 新任司法委員研修会 各地裁で決定
（1月～3EI)

0. 5R 司法委員としてのj倣務につき必要な基礎的
知縦の習得

新任司法委員 各地裁 民事局 各地裁で
決定I

1 1

司法委員研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3
月）

16 1 1ヨヘ

2R
司法委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

管財人等協蕊套17 各地裁で決定

（9月～翌年3
月）

1R 破産燕件の破産管爾人．民事再生事件
の監督委員及び個人再生委員，会社更
生或件の管財人等

各地裁 民事局 各地競で
決定

18 民事事件担当裁判官零
協議会

10月～11月 1R 1 全地方燕判所の民事事件を担当す
る部総括裁判官1名及び陪席裁判官
（右陪席又は左陪席） （うち1名はP
Tメンバーとする． ）
2全地方裁判所刀首席番記官又は次
席欝記官

3各ブロックの寄等裁判所の裁判官
1名、首席書記官
商・地議の裁判官

（合同開催）

東京（東京，仙台）
大阪（大阪、広｝ﾙ）
名古屋（名古屋，札幌）
高岡（福岡，商松）

民事局 166人

刑事率件担当裁判官砺
誰会

19 1月へ2月 I R
（合同開催） 4禰謡言で開
催（開催地は未定）

刑事局 68人

－

20 刑事鑑定研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3
月）

0． 5日 学臓経験者並びに埋認両裁判官及ひ審
記官

各地裁 刑事局 各地裁で
決定

心神喪失者等医療観察
法関係研究協雛会

犯罪被害者等の瞳かれ
た立場，状況等に閥す
る理解を深めるための
研究会

21 各地裁で決定

（9月～翌年3
月）

0． 5日
各地裁 刑事局 各地裁で

決定
－

22 各高裁で淡定（6
月～翌年3月）

0. 5FI
各高裁 刑事局

家庭局
各商裁で
決定

23 法廷通訳基礎研雁 各地裁で決定一
（4月～翌年3
月）

1R
各地裁 刑鞭局 各地裁で

決定

法廷通訳セミナー24 各高裁で決定一一
（6月～翌年3
月）

2FI
各高裁所在地にある地裁
（東京，大阪各高裁にお
いては，それぞれの商裁
が定める管内の地裁）

刑事局 各高裁で
決定

I
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I 鯛欄釧 ’ 会期 ’■■■ 聯1噸
上級レベルの通訳人候補者を対象とした法
廷通訳に必要准知縦・技能の習得

棚
罰
詞

丑一

協議貰等
態!-吾

'一
’

開
所管局
課
総人員

種別
侭地

法廷通訳フォローアッ
プセミナー

東京．大阪各高裁
で決定
〈6月～翌年3
月）

2日 通訳人候補者並びに東京，大阪各高裁
及び竜京，大阪各地裁の裁判官及び書
記官

頂京，大阪各地裁 刑事局 各高裁で

決定

－

26 保謹観察に関する連綿
協議会

各地裁で決定（7
月～翌年3月）

保護観察の雪宵について
その他

0. 5R １
２

地裁の錨判官（支部を含む）及び保護
観察所の臓員

各地裁 刑事局 各地裁で
決定

－－

簡易裁判所刑事3WWm
当裁判官協議会

27 10月～1．2月 1R 刑事率件の通用に関 I三琴癒すべき事項
その他

１
２

刑事雛件担当の簡易裁判所判塞、棚催
地所在の地裁判事

（合同開催） 4高裁で開
朧（開催地は未定）

刑鞭局 108人

検察審査会事務局長研
究会

28 6月～10月 0. 51H 地裁本庁所在地の険察審蚕套地裁本庁所在地の検察審査会 （椣数の
検察審塞会が識置されている鳩合に
は，第一稜察審査会)鰯事務局長

（一部合同開催）－
3～4高裁で醐催（開催
地は未定）

刑事局 50人

労働審判員研修会 各地裁で決定
（4月～6月）

29 1日 新任労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で
決定

－

30 労働審判員研究会 各地裁で決定
（原則として9月
～12月）．

1．日 労鋤霧判員 各地裁 行政局 各地裁で
決定

知的財産権訴訟研究会31 10月～12月 0. 5R

蕊潔農灘謡轆罐繍樵襄
件を担当する裁判官

（注）主催は知財高裁I

東京高裁
（知財商裁）

行政局 22人

知的財産楢関係璽秤種
当専門委員実務研究会

32 10月～12月 0， 5日 1 知財高裁”裁判官亜びに東京及び

大阪各地裁の知的財産榊係事件を担当十る裁判官
2知的財産術関俣率件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する春に限る）
（注）主催は知財嵩裁

東京高裁
（知財商裁）

行政局 知財高裁
で決定

新任家事測停委員研修
会

33 各家裁で決定~砺
則として4月～7
月）

1 日～2

日
新任家事調停委員又はこれに準ずる家
酢鯛停委員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

家事調停委員研究会 各家裁で決定（6
月～翌年3月）

34 ] H～2
R

家事調停委員 各家裁の本庁叉は支部 家庭局 各家裁で
決定

｜ ’
I

家靭F調停委員ケー冒天研
究会|“

各家裁で決定（6
月～翌年3月）

1 13 "－2

日
家事澗停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定|向． ~’

唇 111■
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協謎買陣
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家裁の裁判官及び講記官，家裁鯛査
官，家事測停委員．参与員

謬繍鱸篭瀦曹，そ霧篭駕讓’

e

開悩地

各家裁の本庁又は支部
|総人頁’総人員

種別 開碓時期 所笹局
課

会期 協雛祁噸
－

36 家庭裁判所家事実務研
究会

各家裁で決定－両
月～翌年3月）

家事事件の処理に関し考雌寸-べき率項1 fi壷､心2

日
家庭局 |各家裁で

決定

家事関係機関との運濡
協議会

37 各家栽で沫定一
（4月～翌年3
月）

へ間
日

１
ク
ー

家事郡件の処理に閲匝て連絡洲盤を要する
事項

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

事項に

§熱蝿撫饗謎ヂから，■ ロ

ロ

少年関係機関との連絡
協議会
38 各家裁で決憲一

（4月‘～翌年3
月）

1日～

2日
各家裁で決定 家庭局 各家裁で

決定

新任参与員研砺套39 各家裁で決定~同
月～3月）

1H-､w2
，

円
各家裁の承序文廠麦蔀 家庭局 各家裁で

決定

而 参与員研究会 各家裁で決定（6
月～翌年3月）

1 Iヨー2

R
各家裁の禾庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

首席家庭裁判所澗査官
協議会

41 1月～2月 IH
（合同開催）※予1
束京（東京，仙台）
大阪（大阪、札幌〕
名古屋（妬古屋， 『
緬岡（福岡，広島）

※予定
仙台）
札幌）
屋，商松）

家庭局 50人

I

42 家事事{|担当裁判官等
協雛会

各高裁で決定
（1月～2月）

1 1可 家率事件の運用上の諸問題 商裁管内の家裁におい'て家事率件を極
当寸-る裁判官。群記官及び家裁澗撫官

各商裁

（一部合同開催）
東京
大阪
蝋古屋
広島（広島，高松）
侭岡
仙台（仙台．札幌）

家庭局1蕊蕊で
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